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第３章 技能実習法の目的・定義等 

 

○ 技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図り、人材育成を通じた開発途上地

域等への技能等の移転による国際協力を推進するという技能実習制度の目的が規定

されています（法第１条）。 

 

○ 技能実習法における用語の定義が規定されています（法第２条）。 

 

○ 技能実習は、労働力不足を補うための手段として行われてはならない旨の基本理念

が定められています（法第３条）。 

 

○ 国は、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合

的・効果的に推進すること、地方公共団体は地域の実情に応じて必要な施策を推進

することとされています（法第４条）。 

 

○ 実習実施者は、技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、技能実習を行わせる

環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力すること、監理団体は、

技能実習の適正な実施と技能実習生の保護について重要な役割を果たすものである

と自覚し、実習監理の責任を適切に果たし、国や地方公共団体が講ずる施策に協力

することとされています（法第５条）。 

 

○ 技能実習生は、技能実習に専念して技能等の修得等をし、本国への技能等の移転

に努めなければなりません（法第６条）。 

 

○ 技能実習制度の適切な運営のための基本方針を定めることが規定されています（法

第７条）。 
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第１節 技能実習法の目的（技能実習法第１条） 

 

【関係規定】 

法第１条 この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、

技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民

認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。次条及び第四十八条第一項において「入管法」と

いう。）その他の出入国に関する法令及び労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）、労働

安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）その他の労働に関する法令と相まって、技能実

習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への

技能、技術又は知識（以下「技能等」という。）の移転による国際協力を推進することを目的とす

る。 

 

○ 第１条では、技能実習法の目的として、 

・  「技能実習の適正な実施」 

・  「技能実習生の保護」 

を図ることにより、「人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際

協力」を推進することと規定しています。 

 

○ 併せて、 

・ 技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにすること 

・ 技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること 

・ 他法令（入管法令、労働関係法令）と相まって法目的が達成されるべきこと 

についても規定しています。 
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第２節 定義（技能実習法第２条） 

 

【関係規定】 

 （定義） 

法第２条 この法律において「技能実習」とは、企業単独型技能実習及び団体監理型技能実習を

いい、「技能実習生」とは、企業単独型技能実習生及び団体監理型技能実習生をいう。 

２ この法律において「企業単独型技能実習」とは、次に掲げるものをいう。 

  一 第一号企業単独型技能実習（本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人

（入管法第二条第二号に規定する外国人をいう。以下同じ。）又は本邦の公私の機関と主務

省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国

人が、技能等を修得するため、在留資格（入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄

第一号イに係るものに限る。）をもって、これらの本邦の公私の機関により受け入れられて必要

な講習を受けること及び当該機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所に

おいて当該技能等に係る業務に従事することをいう。以下同じ。） 

  二 第二号企業単独型技能実習（第一号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に習

熟するため、在留資格（入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに係るも

のに限る。）をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事

業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。） 

  三 第三号企業単独型技能実習（第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟

達するため、在留資格（入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに係るも

のに限る。）をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事

業所において当該技能等を要する業務に従事することをいう。以下同じ。） 

３ この法律において「企業単独型技能実習生」とは、次に掲げるものをいう。 

  一 第一号企業単独型技能実習生（第一号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同

じ。） 

  二 第二号企業単独型技能実習生（第二号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同

じ。） 

  三 第三号企業単独型技能実習生（第三号企業単独型技能実習を行う外国人をいう。以下同

じ。） 

４ この法律において「団体監理型技能実習」とは、次に掲げるものをいう。 

  一 第一号団体監理型技能実習（外国人が、技能等を修得するため、在留資格（入管法別表

第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。）をもって、本邦の営利を

目的としない法人により受け入れられて必要な講習を受けること及び当該法人による実習監

理を受ける本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所におい

て当該技能等に係る業務に従事することをいう。以下同じ。） 

  二 第二号団体監理型技能実習（第一号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に習
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熟するため、在留資格（入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るも

のに限る。）をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の

機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業

務に従事することをいう。以下同じ。） 

  三 第三号団体監理型技能実習（第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟

達するため、在留資格（入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに係るも

のに限る。）をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の公私の

機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所において当該技能等を要する業

務に従事することをいう。以下同じ。） 

５ この法律において「団体監理型技能実習生」とは、次に掲げるものをいう。 

  一 第一号団体監理型技能実習生（第一号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同

じ。） 

  二 第二号団体監理型技能実習生（第二号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同

じ。） 

  三 第三号団体監理型技能実習生（第三号団体監理型技能実習を行う外国人をいう。以下同

じ。） 

６ この法律において「実習実施者」とは、企業単独型実習実施者及び団体監理型実習実施者を

いう。 

７ この法律において「企業単独型実習実施者」とは、実習認定（第八条第一項の認定（第十一条

第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの）をいう。以下同じ。）を受け

た第八条第一項に規定する技能実習計画に基づき、企業単独型技能実習を行わせる者をい

う。 

８ この法律において「団体監理型実習実施者」とは、実習認定を受けた第八条第一項に規定す

る技能実習計画に基づき、団体監理型技能実習を行わせる者をいう。 

９ この法律において「実習監理」とは、団体監理型実習実施者等（団体監理型実習実施者又は

団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。）と団体監理型技能実習生等（団

体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。）との間

における雇用関係の成立のあっせん及び団体監理型実習実施者に対する団体監理型技能実

習の実施に関する監理を行うことをいう。 

10 この法律において「監理団体」とは、監理許可（第二十三条第一項の許可（第三十二条第一

項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による第二十三条第

一項第二号に規定する特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後のも

の）をいう。以下同じ。）を受けて実習監理を行う事業（以下「監理事業」という。）を行う本邦の営

利を目的としない法人をいう。 

（定義） 

規則第１条 この省令において使用する用語は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習
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生の保護に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例によるほか、次の定義に

従うものとする。 

  一 「第一号技能実習」とは、第一号企業単独型技能実習及び第一号団体監理型技能実習を

いう。 

  二 「第二号技能実習」とは、第二号企業単独型技能実習及び第二号団体監理型技能実習を

いう。 

  三 「第三号技能実習」とは、第三号企業単独型技能実習及び第三号団体監理型技能実習を

いう。 

  四 「第一号技能実習生」とは、第一号企業単独型技能実習生及び第一号団体監理型技能実

習生をいう。 

  五 「第二号技能実習生」とは、第二号企業単独型技能実習生及び第二号団体監理型技能実

習生をいう。 

  六 「第三号技能実習生」とは、第三号企業単独型技能実習生及び第三号団体監理型技能実

習生をいう。 

  七 「入国後講習」とは、法第二条第二項第一号及び同条第四項第一号に規定する講習をい

う。 

  八 「取次送出機関」とは、外国の送出機関（法第二十三条第二項第六号に規定する外国の送

出機関をいう。以下同じ。）であって団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理

型技能実習に係る求職の申込み（以下「団体監理型技能実習の申込み」という。）を本邦の

監理団体に取り次ぐものをいう。 

  九 「外国の準備機関」とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国

の機関（取次送出機関を除く。）をいう。 

  十 「外部監査」とは、法第二十五条第一項第五号ロ（法第三十二条第二項において準用する

場合を含む。）に規定する役員の監理事業に係る職務の執行の監査をいう。 

  十一 「技能実習事業年度」とは、技能実習に関する事業年度をいい、毎年四月一日に始まり

翌年三月三十一日に終わるものとする。 

 （密接な関係を有する外国の公私の機関） 

規則第２条 法第二条第二項第一号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機

関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

  一 本邦の公私の機関（法第二条第二項第一号に規定する本邦の公私の機関をいう。次号に

おいて同じ。）と引き続き一年以上の国際取引の実績又は過去一年間に十億円以上の国際

取引の実績を有する機関 

  二 前号に掲げるもののほか、本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることそ

の他の密接な関係を有する機関として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるも

の 
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○ 技能実習法及びその関係法令において用いられる用語の定義を行うものです。 

 

○ 技能実習法施行前の旧制度との大きな違いとしては、第２号技能実習の活動を修

了し、技能等に相当程度習熟した者が、当該技能等に熟達し、本国に帰国後に当該

技能等をより効果的に活用することが可能となるレベルを目指すものとして第３号技能

実習が創設されています。 

 

○ 「実習実施者」とは、旧制度における「実習実施機関」と同義です。なお、法第２条第 

２項及び第４項においては、技能実習生は、当該技能実習生が雇用契約を締結して

いる機関の事業所で業務に従事することを求めています。派遣労働者は、派遣元事

業主と雇用契約を締結するものの、派遣元事業主の事業所で業務に従事することは

なく、派遣先において業務に従事することとなるため、「技能実習生」の定義には該当し

ません。 

 

○ 技能実習の形態としては、大きく企業単独型技能実習と団体監理型技能実習に分

けられます。企業単独型技能実習とは、実習実施者の外国にある事業所など一定の

事業上の関係を有する機関から技能実習生を受け入れて技能実習を行わせる形態

です。また、団体監理型技能実習とは、営利を目的としない監理団体が実習実施者

に対して指導・監督をしながら、技能実習を行わせる形態です。 

 

○ 企業単独型技能実習の場合における「本邦の公私の機関の外国にある事業所」とし

て認められるのは、原則として、 

・ 本店・支店の関係にある事業所 

・ 親会社・子会社の関係にある事業所 

・ 子会社同士の関係にある事業所 

・ 関連会社の事業所 

が代表的なものになります。申請者と外国にある事業所との間の個別具体的な関係に

基づき決せられることになりますので、個別具体的に判断に悩む場合には事前に機構

の地方事務所・支所の認定課に御相談ください。 

 

○ 企業単独型技能実習の場合における「本邦の公私の機関と主務省令で定める密接

な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所」とは、 

・ 本邦の公私の機関と引き続き１年以上の国際取引の実績又は過去１年間に１０億

円以上の国際取引の実績を有するもの（規則第２条第１号） 

・ 本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその他の密接な関係

を有する機関であるとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの
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（規則第２条第２号。同条第１号と同等と評価できるものを同長官及び同大臣が認

定）をいいます。 

 

○ 本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその他の密接な関係

を有する機関の代表的な例としては、以下のような事例が考えられます。 

・ Ａ国のＹ社と蒸気タービンの定期検査及び保守に係る技術提携契約を締結してい

る日本のＸ社が、Ｙ社から技能実習生を受け入れて蒸気タービンの据付けの技能

等を修得させようとする事例。Ｘ社は今後数年間にわたってＡ国の発電所への蒸気

タービン部品の納入を予定しており、Ｙ社はそれに伴って蒸気タービンの部品の取付

け工事を行うもの。Ｙ社は発電設備の据付け等の技術力に乏しく、Ｘ社に職員を派

遣して技能実習を行わせることにより、据付け工事を成功させることができればＡ国

内での今後の据付け工事の受注において有利な実績となり、他方、Ｘ社はＹ社の職

員に対して技能実習を行うことにより、不足する技術アドバイザーを確保できることか

ら、事業上のメリットがあるもの。 

・ 日本のＸ社が、Ａ国のＹ社から技能実習生を受け入れて経営ノウハウを修得させよ

うとする事例。Ｙ社はＸ社のＢ国現地法人であるＺ社（会計上Ｘ社と連結決算方式））

と商標権提供契約を締結しており、Ｙ社は売上げに応じて商標権の使用料をＺ社に

支払うこととされている。Ｘ社はＹ社から技能実習生を受け入れて経営ノウハウを修

得させることによって、Ｙ社の売上げが増加するとＸ社の増収となることから、事業上

のメリットがあるもの。 

 

○ 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が密接な関係を有する機関として認め

るもの（規則第２条第２号）の適用を受けようとする場合には、必要書類を提出していた

だき、密接な関係を有することを立証していただく必要があります。個別具体的に判断

に悩む場合には事前に機構の地方事務所・支所の認定課に御相談ください。 

なお、当該密接な関係を有する機関として認められる有効期間は、技能実習計画

が認定された日から３年間とし、当該期間が経過した場合には、再度その該当性につ

いて、必要書類を提出していただくこととなります。 

【確認対象の書類】 

・ 技能実習計画認定申請書（省令様式第 1 号） 

・ 技能実習生の履歴書（参考様式第１-３号） 

・ 外国の所属機関の概要書及び当該機関による証明書（企業単独型技能実習）（参考様式

第１-１１号） 

＊ 企業単独型技能実習の場合 

・ 規則第２条第１号の基準への適合性を立証する資料 

＊ 規則第２条第１号の適用を受けようとする場合 
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・ 理由書（参考様式第１-２６号）及び規則第２条第２ 号の基準への適合性を立証する資料 

＊ 規則第２条第２号の適用を受けようとする場合 

【留意事項】 

○ 「親会社」について 

「親会社」とは、会社法（平成１７年法律第８６号）の規定に従い、「株式会社を子会社とす

る会社その他当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう」

（同法第２条第４号）を指します。また、ここでいう「法務省令で定めるもの」とは、「会社等が同

号（＝同法第２条第４号）に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している

場合における当該会社等とする。」（同法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第３条第２

項）を指します。なお、ここでいう「会社等」及び「財務及び事業の方針の決定を支配している

場合」については、次の子会社の欄を御参照ください。 

○ 「子会社」について 

「子会社」とは、会社法の規定に従い、「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株

式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの」（同

法第２条第３号）を指します。また、ここでいう「法務省令で定めるもの」とは、「同号に規定す

る会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の

会社等とする」（同法施行規則第３条第１項）を指します。なお、ここでいう「会社等」とは「会

社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）その他これらに準

ずる事業体」（同法施行規則第２条第３項第２号）を指し、「財務及び事業の方針の決定を支

配している場合」とは、次の①から③の場合を指します（同規則第３条第３項）。 

① その会社等の５０％を超える議決権を保有している場合（子会社・子法人等が保有する

議決権を含む。）。ただし、民事再生、会社更生又は破産の開始決定を受けた会社等であ

って、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。 

② その会社等の４０％以上５０%以下の議決権を保有し、かつ、次のいずれかに該当する場

合 

Ａ 次に掲げる者の保有する議決権の合計が５０％を超えている場合 

a 自己（子会社・子法人等を含む。以下同様。） 

b 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の

意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者 

c 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者 

Ｂ その会社の取締役会その他これに準ずる機関において、自己の役員、自己の業務を

執行する社員、自己の使用人及びこれらであった者が占める割合が５０％を超えている

こと。 

Ｃ その会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 

Ｄ その会社等の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。）の

額に対する自己が行う融資（債務の保証及び担保の提供を含む。）の額（自己と出資、

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%b5%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%93%af%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000004000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000004000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000004000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%8e%b5%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%93%af%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000004000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000004000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000004000000000
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人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。）の割

合が５０％を超えていること。 

Ｅ その他その会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事

実が存在すること。 

③ 前記②Ａの a から c までに掲げる者の保有する議決権の合計が５０%を超え（前記①又は

②に該当する場合を除く。）、かつ、前記②のＢからＥまでのいずれかに該当する場合 

なお、子会社の子会社のことを「孫会社」などと呼ぶこともありますが、保有議決権の計算

においては、上記のとおり、子会社が保有する議決権も自己の保有する議決権に含まれるこ

とから、会社法上は、「孫会社」という概念はないものの、子会社の子会社も「子会社」に当た

ります。 

○ 「関連会社」について 

「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵

省令第５９号）の規定に従い、「会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技

術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の

決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等」

（同規則第８条第５項）を指します。また、ここでいう「子会社以外の他の会社等の財務及び

営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次の①か

ら④の場合を指します。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以

外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが

できないことが明らかであると認められるときは、この限りではありません（同条第６項）。 

①  子会社以外の他の会社等（民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会

社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定

による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、

当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが

できないと認められる会社等を除く。以下この項（＝同条第６項）において同じ。）の議決権

の２０%以上を自己の計算において所有している場合  

② 子会社以外の他の会社等の議決権の１５%以上、２０%未満を自己の計算において所有

している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合 

Ａ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社

等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当

該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任し

ていること。 

Ｂ 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。 

Ｃ 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。 

Ｄ 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上

の取引があること。 
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Ｅ  その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重

要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 

③ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等にお

いて緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められ

る者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有して

いる議決権とを合わせた場合（自己の計算において議決権を所有していない場合を含

む。）に子会社以外の他の会社等の議決権の２０%以上を占めているときであって、かつ、

前記②のＡからＥまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合  

④ 複数の独立した企業（会社及び会社に準ずる事業体をいう。）により、契約等に基づいて

共同で支配される企業に該当する場合 

 

第３節 基本理念（技能実習法第３条） 

 

【関係規定】 

（基本理念） 

法第３条 技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達（以下「修得等」という。）のために整

備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環

境で行われなければならない。 

２ 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。 

 

○ 第３条では、技能実習の基本理念を定めており、第１項で、技能等の適正な修得等

のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る

体制が確立された環境で行われなければならない旨を規定しています。 

 

○ また、技能実習制度は、国際貢献・国際協力の視点から創設されたものであり、我が

国の労働力の不足を補うための制度ではないということについて、その旨を第２項で明

記しています。 

 

○ したがって、技能実習制度に関して、例えば、監理団体がその HP やパンフレット等で

「人手不足の解消のために技能実習制度を活用する」などと勧誘・紹介するのは、本

条の趣旨に沿わず、制度の目的を正しく理解しているとはいえません。なお、このような

行為を行うことは、監理団体の業務運営基準（規則第５２条第４号）に違反することと

なります。 
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第４節 国及び地方公共団体の責務（技能実習法第４条） 

 

【関係規定】 

（国及び地方公共団体の責務） 

法第４条 国は、この法律の目的を達成するため、前条の基本理念に従って、技能実習の適正な

実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければな

らない。 

２ 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、技能実習の適正な実施及

び技能実習生の保護を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。 

 

○ 第４条では、国及び地方公共団体の責務を定めています。技能実習法において、地

方公共団体について特段の権限等は定められていませんが、技能実習生は地域住

民として地方公共団体の中で生活すること、監理団体の他法令（中小企業等協同組

合法等）上の許認可権者であること等を踏まえ、連携して施策を推進する必要がある

ため、総括的な責務規定が設けられているものです。 

 

第５節 実習実施者、監理団体等の責務（技能実習法第５条） 

 

【関係規定】 

（実習実施者、監理団体等の責務） 

法第５条 実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行

わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整

備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。 

２ 監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすも

のであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる

施策に協力しなければならない。 

３ 実習実施者又は監理団体を構成員とする団体は、実習実施者又は監理団体に対し、技能実

習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な指導及び助言をするように努めな

ければならない。 

○  実習実施者は、技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、環境整備に努めて

国・地方公共団体の施策に協力しなければなりません。また、監理団体は、実習監理

を行う者としてその責任を適切に果たし、国・地方公共団体の施策に協力しなければ

なりません。 

○ さらに、実習実施者や監理団体の上部機関（実習実施者や監理団体が加入してい

る上部団体で、例えば、都道府県中小企業団体中央会や、都道府県農業会議等を
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指します。）も実習実施者や監理団体に対して必要な指導及び助言をするよう努めな

ければなりません。 

 

第６節 技能実習生の責務（技能実習法第６条） 

 

【関係規定】 

（技能実習生の責務） 

法第６条 技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等

の移転に努めなければならない。 

 

○ 実習実施者や監理団体の責務を法律上明らかにしたことに加え、技能実習生につい

ても、技能実習に専念し、技能等の移転に努めなければならない旨の責務が定められ

ています。この責務からも明らかなように、技能実習生は、入管法上の資格外活動許

可を得て、他所で就労活動を行うことは認められません。 

 

第７節 基本方針（技能実習法第７条） 

 

【関係規定】 

（基本方針） 

法第７条 主務大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針（以下

この条において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 

  一 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本的事項 

  二 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るための施策に関する事項 

  三 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に際し配慮すべき事項 

  四 技能等の移転を図るべき分野その他技能等の移転の推進に関する事項  

３ 主務大臣は、必要がある場合には、基本方針において、特定の職種に係る技能実習の適正な

実施及び技能実習生の保護を図るための施策を定めるものとする。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関

の長に協議しなければならない。 

５ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

○ 基本方針は、技能実習制度の運用に当たっての基本的な考え方や取扱い等を示す

ものであり、法令事項に限らず、制度関連施策について、幅広く、主務大臣が告示の

形式で定めています。 

※ 基本方針の具体的な内容については、別紙①－１を御参照ください。 
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